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令和５年５月１８日判決言渡  

令和５年（ネ）第１０００９号 損害賠償請求控訴事件 

（原審・東京地方裁判所令和４年(ワ)第１１８８９号） 

口頭弁論終結日 令和５年４月１１日 

            判       決 

 

控 訴 人   株 式 会 社 コ ア ア プ リ 

 

 

被 控 訴 人   Ｋ Ｄ Ｄ Ｉ 株 式 会 社 

（以下「被控訴人ＫＤＤＩ」という。） 

 

 

被 控 訴 人   シ ャ ー プ 株 式 会 社 

（以下「被控訴人シャープ」といい、被控訴人 

ＫＤＤＩと併せて「被控訴人ら」という。） 

 

上記両名訴訟代理人弁護士   鳥   山   半   六 

             長 谷 川       葵 

            主       文 

１ 原判決を取り消す。 

２ 控訴人の訴えをいずれも却下する。 

３ 訴訟費用は、第１、２審とも控訴人の負担とする。 

            事 実 及 び 理 由 

 用語の略称及び略称の意味は、本判決で付するもののほかは、原判決に従い、原

判決に「原告」とあるのを「控訴人」と、「被告ら」「被告ＫＤＤＩ」「被告シャー
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プ」とあるのを「被控訴人ら」「被控訴人ＫＤＤＩ」「被控訴人シャープ」とそれぞ

れ読み替える。また、原判決の引用部分の「別紙」を全て「原判決別紙」と改める。 

第１ 控訴の趣旨 

 １ 原判決を取り消す。 

２ 被控訴人らは、控訴人に対し、連帯して２５０万７６８５円及びこれに対す

る令和４年６月７日から支払済みまで年３パーセントの割合による金員を支払え。 

 ３ 訴訟費用は、第１、２審とも、被控訴人らの負担とする。 

 ４ ２項につき仮執行宣言 

第２ 事案の概要 

 １ 事案の要旨 

本件は、発明の名称を「入力支援コンピュータプログラム、入力支援コンピュー

タシステム」とする特許（本件特許）の特許権者である控訴人が、被控訴人シャー

プが製造し、被控訴人ＫＤＤＩが販売する被告製品（スマートフォン。型番ＳＨＶ

４４、ＳＨＶ４５及びＳＨＶ４６）が、本件特許に係る発明の技術的範囲に属し、

これらの製造・販売が本件特許権の侵害に当たると主張して、民法７０９条、特許

法１０２条３項に基づき、被控訴人らに対し、連帯して損害賠償金２５０万７６８

５円及びこれに対する不法行為の後の日である令和４年６月７日（訴状送達の日の

翌日）から支払済みまで民法所定の年３パーセントの割合による遅延損害金の支払

を求める事案である。  

原判決は、被告製品は本件発明の技術的範囲に属さないとして、控訴人の請求を

いずれも棄却し、控訴人が控訴した。 

 ２ 前提事実、争点及び争点に対する当事者の主張 

 以下のとおり訂正し、後記３のとおり当審における当事者の補充主張を補足する

ほかは、原判決の「事実及び理由」中の「第２ 事案の概要等」の２～４に記載す

るとおりであるから、これを引用する。 

(1) 原判決２頁１３行目の「通信機器器具」を「通信機械器具」と改める。 
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(2) 原判決７頁１６頁の「乙３」の前に「甲４１、」を、同頁２４～２５行目の

「複数の」の次に「アプリ及び機能の」を、８頁２行目の「ソフト」の次に「等」

を、同頁３行目の「本件ホームアプリ」の次に「は、ワークスペースと呼ばれる画

面（その内部に複数のページ画面が存在し得る。）から構成されており、そ」を挿

入し、同頁１５行目の「の上のタッチパネル」を削る。 

(3) 原判決９頁５行目の「真ん中」を「上部」と、１０頁１６行目の「後記３

(1)ア」を「後記」３(2)ア」と、同行目の「被告の主張（後記４(1)）」を「被控訴

人らの主張（後記４(2)）」とそれぞれ改める。 

(4) 原判決１０頁２１行目の末尾に改行して「(1) 本件訴えの適法性（本案前の

抗弁）」を加え、同頁２２行目の「(1)」を「(2)」と、１１頁４行目の「構成要件

Ｅ」を「構成要件Ｂ」と、同頁７行目の「構成要件Ｆ」を「構成要件Ｅ」と、同頁

１３行目の「(2)」を「(3)」とそれぞれ改め、同頁２０行目の末尾に改行して

「(4) 控訴人の損害の発生及びその額（争点３）」を加える。 

(5) 原判決１１頁２１行目の末尾に改行して、次のとおり加える。 

「(1) 本件訴えの適法性（本案前の抗弁） 

（被控訴人らの主張） 

ア 本件は、控訴人が本件特許（特許第４６１１３８８号）に係る特許権侵害を

理由として、被告製品の製造者又は販売者である被控訴人らに対し損害賠償請求を

したというものであるが、控訴人は、これまでも本件特許に基づき、被控訴人シャ

ープ、被控訴人ＫＤＤＩそれぞれに対し、以下のとおり複数回にわたって同種、類

似の訴訟を提起している。 

(ｱ) 知財高裁平成２７年（ネ）第１００４７号同年９月３０日判決（被告・被

控訴人：被控訴人ＫＤＤＩ） 

(ｲ) 知財高裁平成２９年（ネ）第１００３７号同年１１月２８日判決（被告・被

控訴人：被控訴人ＫＤＤＩ及び訴外ＬＧ Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃｓ Ｊａｐａｎ株

式会社） 
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(ｳ) 知財高裁平成２９年（ネ）第１００３８号同年１１月２８日判決（被告・被

控訴人：被控訴人ＫＤＤＩ） 

(ｴ) 知財高裁令和元年（ネ）第１００８１号同２年１１月２５日判決（被告・被

控訴人：被控訴人シャープ） 

(ｵ) 知財高裁令和３年（ネ）第１００６６号同４年２月８日判決（被告・被控訴

人：被控訴人シャープ及び被控訴人ＫＤＤＩ）（乙１） 

イ 上記各訴訟において、控訴人は、本件訴訟と同様に、スマートフォンのホー

ムアプリにおけるアイコン又はショートカットの移動の際のスクロールについて、

本件特許を侵害するとの主張をしており、中でも、令和２年に訴えが提起された直

近の訴訟（東京地裁令和２年（ワ）第１５４６４号。控訴審判決は前記ア(ｵ)。以

下「令和２年事件」という。）の対象製品であるスマートフォンＳＨＶ３９ないし

ＳＨＶ４３と、本件訴訟の対象製品であるスマートフォンＳＨＶ４４ないしＳＨＶ

４６（被告製品）とに搭載されているＡＱＵＯＳ Ｈｏｍｅ（本件ホームアプリ）

は、些末な部分を除きほとんど同一である上、控訴人の本件請求は、当該「些末な

差異」を根拠として侵害を主張しているものではなく、本件訴訟における最大の争

点である「操作メニュー情報」の解釈及びその当てはめについては、令和２年事件

においても最大の争点であったから、控訴人は、同事件の審理において、本件の最

大の争点と同じ争点について十分に主張立証を尽くしていた。 

スマートフォンは軽微なアップデートを繰り返して年に数回発売されるため、製

品番号が変わるたびに、将来にわたって控訴人の訴訟提起が繰り返されることにな

りかねず、実際、そのような事態が予想される。 

単に対象製品が完全に同一ではないというだけの理由で、長年の間、何度も繰り

返しスマートフォンのホームアプリに関する特許侵害訴訟を提起することは、もは

や、裁判制度の趣旨目的に照らして著しく相当性を欠いているといわざるを得ない。 

（控訴人の主張） 

別紙「控訴人主張等に係る被告製品等の構成」のとおり、令和２年事件における
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対象製品の構成 a1 と、本件訴訟における構成 a1、a1’、a1”が異なることから、

物理的に全く別の構成を持ったコンピュータシステムにおけるコンピュータプログ

ラムであり、特に本件訴訟における構成では、画面のピクセル数を追加したことが

重要な変更である。本件訴訟においては、さらに、同別紙のとおりの構成 a3、a3’、

a3”、p1～p3 が追加されており、構成要件Ｂ、Ｅ、Ｆ、Ｇについての新たな判断が

必要となる。 

被控訴人らは、控訴人がスマートフォンに係る訴訟を複数提起しているなどと主

張するが、これは、被控訴人らが、本件特許権を侵害している可能性が高い複数の

製品を、それぞれ異なる構成で製造、販売しているというにすぎず、構成が異なる

製品であれば、製品ごとに異なる判断が必要になるのである。」 

(6) 原判決１１頁２２行目の「(1)」を「(2)」と、同頁２４行目の「(2)」を

「(3)」と、原判決別紙「技術的範囲に関する当事者の主張」及び原判決別紙「無

効理由に関する当事者の主張」中の各「（被告の主張）」を「（被控訴人らの主張）」

と、４４頁７行目の「本件特許公報」を「本件明細書」と、５６頁２１行目、６０

頁２０行目、６１頁１７行目、６２頁１２行目、７３頁２２行目及び７６頁１行目

の各「被告」を「被控訴人ら」とそれぞれ改める。 

(7) 原判決１１頁２５行目に末尾に改行して、次のとおり加える。 

「(4) 控訴人の損害の発生及びその額（争点３） 

（控訴人の主張） 

被控訴人ＫＤＤＩにおける被告製品の売上額は合計４０７億円を超えている。そ

して、コンピュータテクノロジー分野の平均的なロイヤリティー料率が３．８％で

あること及び被控訴人らが１０年以上前から、本件特許権を把握していたにもかか

わらず、Launcher３をインストールした製品を製造・販売し、本件特許権の侵害行

為を継続していることからすると、本件における本件特許権のライセンス料率は、

１５％以上が相当である。そうすると、特許法１０２条３項、４項により、控訴人

に生じた損害額は少なくとも６１億０５００万円となる。 
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控訴人は、被控訴人らに対し、上記損害額のうち被告製品各１００台分のライセ

ンス料に相当する２５０万７６８５円及びこれに対する遅延損害金の支払を請求す

る。 

（被控訴人らの主張） 

争う。」 

３ 当審における当事者の補充主張 

(1) 争点１－１（本件ホームアプリが「操作メニュー情報」を有するか（構成要

件Ｂ、Ｅ、Ｆ、Ｇ））について 

（控訴人の主張） 

ア 本件明細書（本件特許の出願当初のものと同じ。）においては、「操作メニュ

ー情報」について、「どのような命令が実行されるのかをシステム利用者が理解で

きるように構成されている画像データ」（下線は控訴人による。）と記載されており、

「ように」は「目標・目的を示す」（甲１１）から、「操作メニュー情報」は、「命

令結果を利用者が理解できることを目標・目的として構成されている画像データ」

と解される。すなわち、「操作メニュー情報」の画像は、「命令結果を利用者が理解

できること」を、目標又は目的とすれば十分であり、完全に命令結果を理解できる

ことまでは求められていない。 

それにもかかわらず、原判決は、本件明細書に記載された実施例に基づくなどし

て、「実行される命令結果を利用者が理解できるもの」に限定解釈しており、この

ような限定解釈は、最高裁平成６年（オ）第１０８３号同１０年２月２４日第三小

法廷判決（ボールスプライン軸受事件判決）及び最高裁昭和６２年（行ツ）第３号

平成３年３月８日第二小法廷判決（リパーゼ事件判決）の趣旨並びに特許法７０条

２項の趣旨に反する。 

イ また、「操作メニュー情報」は、画素数が、平成１７年頃の標準的なアイコ

ンサイズである１０２４ピクセルより大きければ十分な情報量ということができる。

さらに、「命令の内容や対象を」とあるから、「命令」又は「対象」のいずれかが小
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さな絵や記号で表現されていれば足り、命令の内容を含む必要はない。 

ウ 以上から、「操作メニュー情報」は次のとおり解するべきである。 

(ｱ) 利用者が、その表示の有無を視覚的に認識できること 

(ｲ) 物理的に操作メニュー情報が占める座標位置の範囲が明確になっていること 

(ｳ) 表示内容から、所望の命令を実行した結果についても理解できることを目

的・目標として構成された、画像データであること（具体例として、命令の内容又

は対象のいずれかを、小さな絵や記号といった手法によって、少なくとも画素数１

０２４ピクセルの画像で表現した画像データ） 

エ 被告製品についてみると、隣のページの一部が縮小表示された「一部表示画

像」は、「中央ページ画面」と比較するまでもなく、「ページ」であることが理解で

きる。また、その画素数は７万ピクセル以上であり、１０２４ピクセルよりも大き

い。そして、被告製品において、ドロップ操作によって行う最終的な命令を除けば、

利用者がドラッグ操作中に所望する命令は、「スクロール命令」しかないところ、

スクロール命令の結果とは、隣接した「ページ」が、画面中央のページ画像として

表示されることであるから、隣接した「ページ」は、スクロール命令の対象であっ

て、結果でもあり、一部表示画像は、「所望の命令を実行した結果についても理解

できることを目的・目標として構成された」画像データであるといえる。 

したがって、「一部表示画像」は、前記ウの(ｱ)～(ｳ)を満たす。 

（被控訴人らの主張） 

ア 原判決は、構成要件Ｂの記載内容を前提として、「操作メニュー情報とは、

それを利用者がポインタを指定して選択すると特定の命令が実行されるものであり、

また、それは画像として表示されるものであり、そこで表示されている画像は、上

記で実行される特定の命令の結果を利用者が理解できるもの」と判断している。こ

れは、特許法７０条１項及び２項にのっとって、利用者が理解できるように表示す

るための画像データであれば、その画像データを見れば利用者は命令結果を理解で

きるはずであるというごく自然な読み方に基づいて解釈したものであり、正当であ
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る。 

ボールスプライン軸受事件判決は特許の構成要件の文言侵害について判示したも

のではなく、リパーゼ事件判決も本件のような、（権利成立後の）侵害訴訟におけ

る特許発明の技術的範囲の認定について判示したものではない上、いずれの事件に

おいても、一般的な解釈として特許発明解釈において実施例を参酌してはならない

と判断したものではないから、控訴人の原判決に対する批判は当たらない。 

イ 本件と同様の争点が争われた令和２年事件の控訴審判決においても、「操作

メニュー情報」の解釈に当たって、「本件各発明の特許請求の範囲の記載内容に加

え、本件明細書の段落【００１２】の記載内容及び【図７】に記載された本件各発

明の実施例としての様々な操作メニュー情報の表示内容からすれば」（乙１・６頁

１５行目以下。下線は被控訴人らによる。）と判断されており、本件の原判決と同

様、特許請求の範囲の記載に加え、実施例を含む明細書の記載内容を参酌している。 

ウ 控訴人は、被告製品の一部表示画像が、「操作メニュー情報」に当たると主

張するが、一部表示画像のみのデータが存在するわけではないから、「ポインタの

座標位置によって実行される命令結果を利用者が理解できる」ようにモニタ等の出

力手段に表示するための画像データに該当しない。また、その表示自体から何かし

らの命令やその結果を感じ取ることはできないから、その表示された画像自体から、

それを選択した場合に実行される命令結果を利用者が理解できるものではない。 

仮に、本件ホームアプリの利用者の中に、ショートカットアイコンを一部表示画

像が表示されている領域に入れることによってスクロールさせる者がいるとしても、

それは、本件ホームアプリでは上記のような操作をすることによって隣のページに

スクロールさせることができることを習得したか、本件ホームアプリ以外のソフト

ウェアを操作したときの経験等から、ショートカットアイコンの位置の変更に際し、

ショートカットアイコンを表示されているページの端に移動させると隣のページに

スクロールすることを知っていた結果なのである。 

したがって、一部表示画像は、操作メニュー情報に該当しない。 
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エ 控訴人は、画素数についても縷々主張するが、必ずしも画素数が増えれば利

用者の理解が容易になるものではなく、本件の結論を左右するものではない。また、

本件ホームアプリについて、利用者がドラッグ操作中に所望する命令は、「スクロ

ール命令」しかないとの控訴人の主張は、事実に反する。 

(2) その余の争点について 

（控訴人の主張） 

本件ホームアプリがその余の構成要件を充足することは、控訴審において追加し

て提出した Launcher３のソースコードの説明書（甲７の７）及び被告製品の映像

（甲４８の１～６、甲４９の１～３、甲５０の１～３）等からも明らかである。 

争点１－２（本件ホームアプリが「入力支援コンピュータプログラム」に当たる

か（構成要件Ａ２、Ｃ２））に関し、Launcher３が、ショートカットアイコンを配

置するマス目を有するページ画像を、ワークスペースに複数有しており、そこに配

置されたショートカットアイコンの配置を編集する構成であることを、以下の構成

a6、 a6’及び構成 a7、 a7’として追加する。 

[a6] Launcher３は、ページ画像内にショートカットアイコンを配置できる横方

向５マス縦方向５マスのＸＹ平面を有する。Launcher３は、ワークスペースと呼ば

れる複数のページ画像を有している。各ページ画像にはページ番号及びワークスペ

ースの座標系におけるＸ座標が設定されており、Launcher３は、出力装置である液

晶画面に表示するページ画像を、スクロール命令により切り替えることができる。 

[a6’] Launcher３は、ページ画像内にショートカットアイコンを配置できる横

方向４マス縦方向５マスのＸＹ平面を有する。Launcher３は、ワークスペースと呼

ばれる複数のページ画像を有している。各ページ画像にはページ番号及びワークス

ペースの座標系におけるＸ座標が設定されており、Launcher３は、出力装置である

液晶画面に表示するページ画像を、スクロール命令により切り替えることができる。 

[a7] Launcher３は、入力装置であるタッチパネルにおけるドラッグ操作によっ

て、ショートカットアイコンを、ページ画像間を渡って移動する際に、スクロール
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命令のコンピュータプログラムに、画面中央に表示するページ画像のページ番号を

入力しており、その後のドロップ操作によって、ショートカットアイコンの配置を

編集する際に、ページ画像内のショートカットアイコンを配置できる横方向５マス

縦方向５マスのＸＹ平面座標系のマス目における、マス目の座標を入力している。 

[a7’] Launcher３は、入力装置であるタッチパネルにおけるドラッグ操作によ

って、ショートカットアイコンを、ページ画像間を渡って移動する際に、スクロー

ル命令のコンピュータプログラムに、画面中央に表示するページ画像のページ番号

を入力しており、その後のドロップ操作によって、ショートカットアイコンの配置

を編集する際に、ページ画像内のショートカットアイコンを配置できる横方向４マ

ス縦方向５マスのＸＹ平面座標系のマス目における、マス目の座標を入力している。 

（被控訴人らの主張） 

控訴人の主張する構成は大部分が事実の主張ではなく、本件発明の技術的範囲に

当てはめた結果としての主張、すなわち自らの主張に寄せた構成となっており、失

当である。 

また、控訴人が追加して主張する構成は、本件ホームアプリに「操作メニュー情

報」が存在しないという結論に影響しない。そして、令和２年事件の対象製品にも

含まれていたものであるにもかかわらず、新たに指摘を加えたものであり、まさに

紛争の単なる蒸し返しである。 

第３ 当裁判所の判断 

１ 本件訴えの適法性（本案前の抗弁）について 

(1) 後訴の請求又は後訴における主張が前訴のそれの蒸し返しにすぎない場合に

は、後訴の請求又は後訴における主張は、信義則に照らして許されないものと解す

るのが相当である（最高裁昭和４９年（オ）第３３１号同５１年９月３０日第一小

法廷判決・民集３０巻８号７９９頁、最高裁昭４９年（オ）第１６３号、１６４号

同５２年３月２４日第一小法廷判決・裁判集民事１２０号２９９頁参照）。 

(2) 令和２年事件について（乙１、２） 
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ア 令和２年事件は、控訴人が、スマートフォン（型番ＳＨＶ３９、ＳＨＶ４０、

ＳＨＶ４１、ＳＨＶ４２及びＳＨＶ４３。以下併せて「前訴被告製品」という。）

の被控訴人シャープによる製造、被控訴人ＫＤＤＩによる販売が、本件特許権を侵

害すると主張して、被控訴人らに対し、特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償請

求をした事案である。 

令和２年事件においては、前訴被告製品が本件特許の特許請求の範囲の請求項１、

３及び４の各発明の技術的範囲に含まれるかが問題となり、具体的には前訴被告製

品にインストールされた「ＡＱＵＯＳ Ｈｏｍｅ」と呼ばれるアプリケーション

（以下「前訴アプリ」という。）における「操作メニュー情報」の有無が争点とな

った（令和２年事件における争点１－３）。 

この争点について、控訴人は、「・・・できるように」という言葉は、目標・目

的・基準等を示すものであるから、「操作メニュー情報」は実行される命令の内容

の全部を利用者において理解することができるものである必要はなく、実行される

命令の内容を利用者が理解できることを目標・目的としている程度の表現があれば

足りるなどとして、前訴被告製品における前訴アプリによるページ一部表示（本件

における「一部表示画像」に相当する。）が「操作メニュー情報」に当たると主張

した。 

イ 令和２年事件の第一審である東京地方裁判所は、前訴被告製品における前訴

アプリの動作について、「①利用者が前訴アプリの画面上に表示されたアイコン画

面に指で触れて一定時間待つ操作（ロングタッチ）をすると、当該アイコンを移動

できる状態に遷移し、②当該アイコンが指に追随して移動し、アイコンが指に追随

して右又は左に移動した距離が一定距離を超えると、縮小モードとなって、表示中

の当該ページの画面が９０％の大きさに縮小され、画面の左端又は右端に隣接する

ページの画面の一部（ページ一部表示）が表示され、③更に当該アイコンをその方

向に移動させると、移動方向に隣接するページの画面がスクロールされて表示され

る」ものであると認定し、ページ一部表示である直方形部分を見た利用者は、それ
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がどのような命令を実行する表示であるのかを理解することができないから、前訴

被告製品のページ一部表示の画像は、本件発明１及び３の構成要件Ｂの「操作メニ

ュー情報」を有するとは認められないと判断した（乙２。東京地裁令和２年（ワ）

第１５４６４号同３年７月１４日判決）。そして、上記判断は、控訴審である知財

高裁令和４年２月８日判決（乙１）においても維持され、同判決は、上訴されるこ

となく確定している（弁論の全趣旨）。 

(3) 本件について 

ア 本件は、控訴人が、スマートフォン（型番ＳＨＶ４４、ＳＨＶ４５及びＳＨ

Ｖ４６。被告製品）の被控訴人シャープによる製造、被控訴人ＫＤＤＩによる販売

が、本件特許権を侵害すると主張して、被控訴人らに対し、特許権侵害の不法行為

に基づく損害賠償請求をした事案である。 

本件においては、被告製品が本件特許の特許請求の範囲の請求項１及び３の各発

明（本件発明）の技術的範囲に含まれるかが問題となり、具体的には被告製品にイ

ンストールされた「ＡＱＵＯＳ Ｈｏｍｅ」と呼ばれるアプリケーション（本件ホ

ームアプリ）における「操作メニュー情報」の有無が争点となった。 

本件における争点１（被告製品が本件発明の技術的範囲に属するか）についての

控訴人の主張は、原判決別紙「技術的範囲に関する当事者の主張」及び前記第２の

３に記載するとおりである。 

イ 被告製品における本件ホームアプリの動作は、概要次のとおりである（前提

事実(6)ウ）。 

「①利用者が本件ホームアプリの画面上に表示されたショートカットアイコンを

長押しすると、当該ショートカットアイコンはタッチパネル上の指等の動きに追随

して移動できる状態になり、②当該ショートカットアイコンの移動距離が一定距離

になった場合に、縮小モードとなって、表示中の中央ページ画面が縮小表示され、

画面の左端又は右端に隣接するページの画面の一部（一部表示画像）が表示され、

③更に当該ショートカットアイコンを一部表示画像の範囲に入れると、隣のページ
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の画面が表示される。」 

なお、原判決は、一部表示画像を見た利用者は、それが左右のページの一部を表

示していることを理解できるとはいえず、仮に理解できたとしても、当該画像の領

域までショートカットアイコンをドラッグすることによって対応するページにスク

ロールするという命令が表示されていると理解できるように構成されているとはい

えないから、被告製品の一部表示画像は「操作メニュー情報」に当たらず、被告製

品が本件発明の構成要件Ｂ、Ｅ、Ｆ、Ｇの「操作メニュー情報」を有するとは認め

られないと判断した。 

(4) 令和２年事件と本件の比較 

令和２年事件と本件は、当事者を同一とし、侵害されたとされる特許権が同一で

あり、その特許請求の範囲の請求項１及び３の各発明の技術的範囲への被疑侵害品

の属否が問題となっている点も共通する。 

本件の対象製品である被告製品は、令和２年事件の対象製品である前訴被告製品

と同一シリーズの製品であって、前訴被告製品よりも後に発売されたものと推認さ

れるものの、前訴被告製品から大きな仕様変更がされたことはうかがえず、特に、

問題とされているアプリケーションは同一（いずれもＡＱＵＯＳ Ｈｏｍｅ）であ

って、そのバージョンが異なる可能性はあるとしても、大きな仕様変更がされたこ

ともうかがえず、また、問題となる動作（前記(2)イ及び(3)イ）は同一又は少なく

とも実質的に同一である。 

そして、令和２年事件と本件における争点は、対象製品（前訴被告製品又は被告

製品）にインストールされた「ＡＱＵＯＳ Ｈｏｍｅ」と呼ばれるアプリケーショ

ン（前訴アプリ又は本件ホームアプリ）における「操作メニュー情報」の有無であ

るから、争点も同一又は少なくとも実質的に同一であり、そればかりか、当該争点

についての控訴人の主張も実質的に同一である。 

そうすると、本件における控訴人の主張は、対象製品に「操作メニュー情報」が

存在しないことを理由として、控訴人の被控訴人らに対する本件特許権侵害の不法
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行為に基づく損害賠償請求に理由がないとの判断が確定した令和２年事件における

控訴人の主張の蒸し返しにすぎないというほかない。控訴人は、令和２年事件判決

が、「操作メニュー情報」が存在しないと判断した根拠となる前訴被告製品の構成

（前訴アプリの動作）と、被告製品の構成（本件ホームアプリの動作）が実質的に

同一であり、そのために、被告製品が、前訴被告製品におけるものと同一の理由に

より、本件特許権を侵害しないものであることを十分認識しながら、本件訴えを提

起したものと推認されるのであって、本件において控訴人の請求を審理することは、

被控訴人らの令和２年事件判決の確定による紛争解決に対する合理的な期待を著し

く損なうものであり、訴訟上の正義に反するといわざるを得ない。 

(5) 控訴人の主張に対する判断 

この点、控訴人は、令和２年事件における対象製品である前訴被告製品の構成

a1と、本件訴訟における被告製品の構成 a1、a1’、a1”が異なり、また、構成 a3、

a3’、a3”、p1～p3 が追加されているから、新たな判断が必要であると主張する。 

しかしながら、控訴人の主張する被告製品の構成 a1、a1’、a1”及び p1～p3 は

「一部表示画像」に関するものではなく、構成 a3、a3’、a3”は、「一部表示画像」

の画面上の領域（座標）をより具体的に特定したにすぎないものであって、前記

(2)イの前訴アプリの動作を変更するものではないから、控訴人の主張する構成は、

いずれも、「一部表示画像」が構成要件Ｂ、Ｅ、Ｆ、Ｇの「操作メニュー情報」に

該当するかを検討するに当たり、その判断に影響を与え得るものとはいえない。 

また、上記控訴人の主張する構成の差異が、前訴被告製品の前訴アプリと被告製

品の本件ホームアプリにおける実質的な差異であると認めるに足りる証拠はない上、

仮に、当該構成部分において、前訴被告製品の前訴アプリと被告製品の本件ホーム

アプリに差異があるものと認められたとしても、その差異は、被告製品の本件ホー

ムアプリにおける「操作メニュー情報」の有無に係る判断を左右するものとはいえ

ず、さらに、控訴人が、控訴審において追加した構成も、上記判断を左右するもの

ではない。 
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したがって、上記控訴人の主張は採用できない。 

(6) 小括 

したがって、控訴人が本件において本件特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償

請求をし、これに係る主張をすることは、令和２年事件における紛争の蒸し返しに

すぎないというべきであり、同事件の当事者である控訴人と被控訴人らとの間で、

控訴人の請求について審理をすることは、訴訟上の信義則に反し、許されない。 

２ 結論 

以上の次第で、控訴人の本件訴えはいずれも不適法であるからこれを却下すべき

ところ、これを適法として本案判決をした原判決は不当であるから、これを取り消

し、控訴人の本件訴えをいずれも却下することとして、主文のとおり判決する。 

知的財産高等裁判所第２部 

 

 

 

        裁判長裁判官                       

本   多    知   成 

 

 

 

          裁判官                       

                   浅   井        憲   

 

 

 

           裁判官                       

勝   又    来 未 子 
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（別紙） 

控訴人主張等に係る被告製品等の構成 

(1) ＳＨＶ３９（令和２年事件における対象製品の一つ）のハードウエア構成

［a1］ 

４ＧバイトのＲＡＭ、６４ＧバイトのＲＯＭ等の記憶手段と、ＳＤＭ８４５と呼

ばれる処理手段と、液晶画面の出力手段と、タッチパネルの入力手段とを備えるか、

若しくはマウス等の入力手段が接続されたスマートフォンにおけるコンピュータプ

ログラムであって、 

(2) ＳＨＶ４４における Launcher３の構成中の［ａ1］ 

６ＧバイトのＲＡＭ、１２８ＧバイトのＲＯＭ等の記憶装置と、Snapdragon８５

５と呼ばれる中央演算処理装置と、横１４４０ピクセル、縦３１２０ピクセルの液

晶画面の出力装置と、タッチパネルの入力装置とを備えるか、若しくはマウス等の

入力装置が接続されたスマートフォンにおける Launcher３及び AndroidＯＳのコン

ピュータプログラムであって、 

(3) ＳＨＶ４５における Launcher３の構成中の［ａ1’］ 

４ＧバイトのＲＡＭ、６４ＧバイトのＲＯＭ等の記憶装置と、Snapdragon６３０

と呼ばれる中央演算処理装置と、横１０８０ピクセル、縦２１６０ピクセルの液晶

画面の出力装置と、タッチパネルの入力装置とを備えるか、若しくはマウス等の入

力装置が接続されたスマートフォンにおける Launcher３及び AndroidＯＳのコンピ

ュータプログラムであって、 

(4) ＳＨＶ４６における Launcher３の構成中の［ａ1”］ 

６ＧバイトのＲＡＭ、６４ＧバイトのＲＯＭ等の記憶装置と、Snapdragon６３６

と呼ばれる中央演算処理装置と、横１０８０ピクセル、縦２２２０ピクセルの液晶

画面の出力装置と、タッチパネルの入力装置とを備えるか、若しくはマウス等の入

力装置が接続されたスマートフォンにおける Launcher３及び AndroidＯＳのコンピ

ュータプログラムであって、 
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(5) ＳＨＶ４４における Launcher３の構成中の［ａ3］ 

構成 e、e’、f において、液晶画面の左上部の頂点を原点とし、水平方向にＸ軸

（右方向が正方向）、垂直方向にＹ軸（下方向が正方向）を設定して、液晶画面上

の座標位置を示すとして、Ｘ軸方向に０ピクセル、Ｙ軸方向に３５５ピクセル移動

した地点を意味する（X:０、Y:355）を左上、以下同様の座標系における、右下

(X:74、Y: 2324)の長方形の範囲に、左ページ一部表示の画像を表示し、同じく、

左上（X:1368、Y:355）、右下(X:1439、 Y: 2324)の長方形の範囲に、右ページ一

部表示の画像を表示する 

(6) ＳＨＶ４５における Launcher３の構成中の［ａ3’］ 

構成 e、e’、f において、液晶画面の左上部の頂点を原点とし、水平方向にＸ軸

（右方向が正方向）、垂直方向にＹ軸（下方向が正方向）を設定して、液晶画面上

の座標位置を示すとして、Ｘ軸方向に０ピクセル、Ｙ軸方向に２３１ピクセル移動

した地点を意味する（X:０、Y:231）を左上、以下同様の座標系における、右下

(X:54、Y: 1587)の長方形の範囲に、左ページ一部表示の画像を表示し、同じく、

左上（X:1025、Y:231）、右下(X:1079、 Y: 1587)の長方形の範囲に、右ページ一

部表示の画像を表示する 

(7) ＳＨＶ４６における Launcher３の構成中の［ａ3”］ 

構成 e、e’、f において、左上（X:０、Y:231）（液晶画面（ＳＨＶ４６の場合、

横１０８０ピクセル、縦２２２０ピクセル）の左上部の頂点を原点とし、水平方向

にＸ軸（右方向が正方向）、垂直方向にＹ軸（下方向が正方向）を設定して、液晶

画面上の座標位置を示すとして、Ｘ軸方向に０ピクセル、Ｙ軸方向に２３１ピクセ

ル移動した地点を意味する。）、右下(X:54、Y:1639)の長方形の範囲に、左ページ

一部表示の画像を表示し、同じく、左上（X:1025、Y:231）、右下(X:1079、 

Y:1639)の長方形の範囲に、右ページ一部表示の画像を表示する 

(8) 被告製品における「ポインタの座標位置」と「カーソル画像」の構成中の

［p1］ 
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AndroidＯＳは、タッチパネル及び、マウス等から入力されたポインタの座標位

置を、数値として画面左上に表示できる。このポインタの座標位置を指し示すよう

に、マウスカーソル、白い円形の図形、青色の十字の線の各画像を表示する。 

(9) 被告製品における「ポインタの座標位置」と「カーソル画像」の構成中の

［p2］ 

Launcher３は、MotionEvent クラスの getX と getY のコンピュータプログラムに

よってポインタの座標位置を取得し、このポインタの座標位置を指し示すように、

ドラッグ操作中のアイコン画像を表示する 

(10) AndroidＯＳと Launcher３の構成［p3］ 

AndroidＯＳは、指等が離れた状態のタッチパネルに、指等でタッチすると、デ

バ イ ス ド ラ イ バ か ら 「 ABS_MT_POSITION_X x[0] の デ ー タ 」 と 、

「 ABS_MT_POSITION_Y y[0] の デ ー タ 」 を 順 番 に 受 信 し 、 こ れ を 元 に 、

「ACTION_DOWN」のデータを含む MotionEvent クラスを、Launcher３(AQUOS Home)

に渡す。その後、指等を持ち上げずにスライドして別の「ABS_MT_POSITION_X x[0] 

の デ ー タ 」 と 、 「 ABS_MT_POSITION_Y y[0] の デ ー タ 」 を 受 信 す る と 、

「ACTION_MOVE」のデータを含む MotionEvent クラスを Launcher３(AQUOS Home)に

渡す。「ABS_MT_POSITION_X x[0] のデータ」と、「ABS_MT_POSITION_Y y[0]のデ

ータ」は、構成 p2 の MotionEvent クラスの getX と getY のコンピュータプログラ

ムによって取得する座標位置である。また、甲９の１のプロトコルＡであれば、

「SYN_REPORT」、「SYN_MT_REPORT」、「SYN_REPORT」の順で、プロトコル B であ

れば、「ABS_MT_TRACKING_ID -1」、「SYN_REPORT」の順でデータを受信すると、

「ACTION_UP のデータ」を含む MotionEvent クラスを Launcher３(AQUOS Home)に渡

す。 

(11) 被告製品における Launcher３の構成中の[e] 

前記入力装置を介して「ACTION_MOVE のデータ」を受信すると、当該受診した際

の前記記憶装置に記憶されている、画面中央に表示するページ画像の「ページ番号」
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を特定し、当該特定した「ページ番号」に関連付いている「ホームアプリの操作情

報」を特定し、当該特定した「ホームアプリの操作情報」における「ページ一部表

示」を、前記記憶装置から読み出して前記出力装置に表示すること、 

(12) AndroidＯＳと Launcher３の構成の［e’］ 

前記入力装置を介して「ABS_MT_POSITON_Y y[0]のデータ」を受信すると、当該

受診した際の前記記憶装置に記憶されている、画面中央に表示するページ画像の

「ページ番号」を特定し、当該特定した「ページ番号」に関連付いている「ホーム

アプリの操作情報」を特定し、当該特定した「ホームアプリの操作情報」における

「ページ一部表示」を、前記記憶装置から読み出して前記出力装置に表示すること、 

(13) 被告製品における Launcher３の構成中の[ｆ] 

前記入力装置を介して、当該出力装置に表示した「ページ一部表示の画像」がポ

インタにより指定されると、当該ポインタにより指定された「ページ一部表示の画

像」に関連付いている、「スクロール命令」を、前記記憶装置から読み出して実行

し、当該出力装置に表示した「ページ一部表示の画像」がポインタにより指定され

なくなるまで当該実行を継続すること、 

当該命令の実行により変化した前記記憶装置に記憶されている、画面中央に表示す

るページ画像の「ページ番号」を特定し、当該特定した「ページ番号」に関連付い

ている「ホームアプリの操作情報」を特定し、当該特定した「ホームアプリの操作

情報」における前記「ページ一部表示の画像」を、前記記憶装置から読み出して前

記出力装置に表示すること、 


